
 

 

 

２．｢ユビキタス・コンピューティング｣ 

本時のポイント 

１．身の回りに多様な情報機器がありますし，特に情報機器とは認識せずに利用していることもありま

す。 

２．そのような利用形態をユビキタス・コンピューティングといいます。 

３．ここでは，ユビキタス・コンピューティングについて，その概念と身の回りでの事例，ビジネスの

観点，日本での対応などについて考えます。 

（１）ユビキタス・コンピューティングの概念と応用例  

①ユビキタス・コンピューティングの概念 

(a)定義 

１９８８年に米ゼロックス パロアルト研究所のマーク・ワイザー

（Mark Weiser）は，人間とコンピュータの相互作用の発展として，

「ＴＳＳにより，１台のコンピュータを共同利用できる環境」から

「パソコンの普及により，１人が１台のコンピュータを使う環境」

へと進んできたが，将来は「ユビキタス・コンピューティングの環

境」へと発展するといいました（"The Computer for the 21st 

Century"，Scientific American，1999）。当時は一般には夢物語と

思われたのが，ＩＣＴ（Information Computer Technology：情報通

信技術）の急速な発展により，現実のものとなってきました。 

ユビキタス（ubiquitous）とは「（神のごとく）遍在する」とい

う意味です。ユビキタス・コンピューティング（Ubiquitous 

Computing）とは，どこでも，いつでも，情報機器の存在を意識せず

に利用できるほど日常生活に溶け込んだ状態のことをいいます。 

 

 

■ユビキタス； 

ユビキタスとは，それが何で

あるかを意識させず(見えな

い)，しかも「いつでも，ど

こでも，だれでも」が恩恵を

受けることができるインタ

ーフェース，環境，技術のこ

とである。  
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 (b)ユビキタス・ネットワーク 

この状況は，情報機器や情報家電などが至る所にあって，ブロー

ドバンドを主体としたネットワークにつながり，いつでも好きなと

きに簡単に使えて，多様な情報を得たり発信したりできることだと

もいえます。このように，あらゆる情報機器がネットワークにつな

がっていることを強調して「ユビキタス・ネットワーク」ともいい

ます。 

モバイル・コンピューティングとユビキタス・コンピューティン

グは似たような概念ですが，モバイル・コンピューティングは自分

が情報機器を持ち歩くのに対して，ユビキタス・コンピューティン

グの当初の発想では，行った先々にネットワークに接続した情報機

器があるので，自分で持ち運ぶ必要はないということだったようで

す。ところが，現在では身に着けた情報機器での利用もユビキタス・

コンピューティングであり，モバイル・コンピューティングはユビ

キタス・コンピューティングの初期に実現した部分的なものだと解

釈したほうがよいようです。 

(c)ユビキタス社会 

ユビキタス・コンピューティングとは，携帯電話や情報家電など

の製品でもなく，コンピュータやネットワークなどの個別技術でも

なく，それらをインフラとした社会を構築する環境であると認識す

るのが適切です。ユビキタス・コンピューティングが普及した社会

は，人間と情報機器（ネットワークも含む）との共生社会であり，

ＩＴ革命の目指す高度情報化社会とは，ユビキタス社会の実現であ

るともいえます。 

ユビキタス社会では，だれもがいつでもどこでもネットワークか

ら情報を得ることができるし，情報家電，自動車，街路などあらゆ

るものが情報の発信源になります。人間は，それを活用した創造的
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な活動に傾注できるようになり，人間の行動・価値観に大きな変革

を与えるようになります。 

②ユビキタス・コンピューティングの例 

(a) 携帯電話 

携帯電話は既に電話というよりも，情報端末として活用されてい

ます。個人利用の面では，急速な発展が見られます。 

・電子メールやＷｅｂ閲覧など，インターネット端末として広く利

用されています。このような利用では，日本と韓国が群を抜いて

います。 

・カメラ付きになり，写真や動画を保存したり送信したりすること

が一般的になりました。 

・地域の地図情報が得られることから，地域での店舗案内や，老人

や子供の位置確認などにも利用されています。 

・携帯電話で自動販売機や店舗での買い物ができるようになりまし

た。 

・後述のように，室内や外出

先から，情報家電を制御する

ことも行われるようになり

ました。 

ビジネスでは，受注情報の

送信や在庫の確認，カメラを

用いた工事記録など，特定の

業務用機器としても活用さ

れています。モバイル・コンピューティングの機器は従来はノート

パソコンが主流でしたが，携帯電話の機能が拡大してきたことから，

パソコン利用の多くの分野で携帯電話が用いられるようになりまし

た。 
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 (b) ウェアラブル・コンピュータ 

携帯電話は持ち運びに便利ですが，衣服のように身につけられれ

ばさらに便利です。それをウェアラブル・コンピュータといいます。 

 時計型コンピュータは，腕時計やペンダントにコンピュータを組

み込んだもので，携帯電話をもっとコンパクトにしたものです。衣

服に組み込んだものは，特殊なメガネをディスプレイにしています。

情報機器を衣服に縫いつけたようなものが通常ですが，そのうちに

衣服繊維に埋め込んだものが出現するでしょう。 

 なお，ウェアラブル・コンピュータの実験動画を産業技術総合研

究所 Weavy (ウィービー)「人間中心インタラクションのためのウェ

アラブルビジュアルインタフェース」で見ることができます。 

(c) 情報家電 

冷蔵庫や空調などの家電機器は運転用のコンピュータチップが組

み込まれていますが，それを発展させて，さらに高度な機能を加え

ネットワークと接続できるようにしたものを情報家電といいます。 

 冷蔵庫では，収納された食品を管理して，適切な温度管理をしま

す。鮮度がおちた食品があれば警告を出します。食品の在庫が少な

くなると，警告を出したり店舗に発注したりします。空調では，温

度だけではなく空気の汚れを感知して自動運転します。人の位置を

感知して送風の方向を制御したり，人がいなくなると自動的に停止

したりします。 

これらの家電は，ネットワークで情報機器と接続できます。現在

ではテレビや空調はそれぞれのリモコンで操作していますが，それ

だけでなくパソコンや携帯電話を用いても操作できます。外出先か

ら携帯電話で制御できます。外出先から冷蔵庫を調べて買い物をす

るとか，帰宅前に空調を作動させて室温を制御することができます。

このような利用は，防犯に効果的です。鍵がかかっているかの確認
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をしたり，留守の間に窓が開いたら警備会社に通報したりするなど

の設定をすることができます。 

(d) 情報住宅 

情報家電を発展させれば，住宅全体を情報化することになります。

その例として，「ＪＥＩＴＡモデルハウス」を紹介します。経済産

業省は１９９９年から２００１年にかけて実施した「住宅分野の情

報システム 共通基盤整備推進事業」プロジェクトの一環として，（社）

電子情報技術産業協会（ＪＥＩＤＡ）は，情報家電のモデルケース

を実際の一戸建て住宅に実現したものです。次の特色があります。 

・テレビリモコンまたは，高度な音声認識システムで宅内機器をフ

ル制御 

・各部屋からはフリーハンド音声制御で，オートテレフォン・オー

トメール 

・宅内機器・設備は，宅外からも携帯電話，モバイル端末でコント

ロール可能 

・宅内情報ネットワークに最先端プラスティック光ファイバ-導入 

・上記のほか様々な最先端機器を各部屋に集約 

未だ実験段階ですが，科学空想小説では一般的な環境が実現するよ

うになってきました。 

 

（２）ユビキタス・コンピューティングとビジネス  

ビジネスの観点では，ユビキタス・コンピューティングを活用し

た多様な製品，コンテンツ，利用サービスなど新しい分野が期待で

き，大きなビジネス・チャンスになります。 

①ユビキタス・コンピューティングを実現する技術 

■ＪＥＩＴＡモデルハ

ウス； 

http://www.eclipse-j

p.com/jeita/index2.h

tml。  

 

■（社）電子情報技術

産業協会（ＪＥＩＤ

Ａ）； 

http://www.jeita.or.

jp/japanese/ 
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ユビキタス・コンピューティングを実現するには，多様な技術，

それを組み合わせた技術が必要になります。 

(a)小型化技術 

ウェアラブル・コンピュータを実現するには小型化が必要ですが，

単にコンピュータだけを小型化するのではなく，データ入力装置や

表示装置などを小型化することが重要です。 

(b)ネットワーク環境 

「どこでもコンピュータ」を実現するには，ネットワークにつな

がる環境を整備することが重要です。たしかに携帯電話網や公衆無

線ＬＡＮは広いエリアで利用されるようになってきた。しかし，ノ

ートパソコンをホットスポットで利用したとき，その情報をプリン

タに印刷することができないとか，接続したまま外で利用すること

はできないなど，不便な状況になって

います。情報家電を相互に接続したり，

携帯電話で制御したりするには，それ

らの情報家電の通信プロトコルが標準

化された方式になっている必要があり

ます。 

 また，カーナビは車載システムへと

発展し，画像の配信なども増えてきま

した。これに対処するには，少なくと

も幹線は超高速のネットワークが必要

になります。 

(c)ＲＦＩＤ 

ＲＦＩＤ（Radio Frequency Identification）とは，ＲＦＩＤタ

グといわれる微小な無線ＩＣチップで，無線により情報を授受する

ことにより，商品などを識別したり管理したりする仕組みです。流

通業界では従来からバーコードが用いられていましたが，それでは

図 公衆無線 LAN の利用場所 
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個々の商品のバーコードをスキャナで読取る必要があります。ＲＦ

ＩＤタグでは，商品に触らず数センチ～数メートル離れたところか

ら無線で読取ることができます。また，品質向上や消費者の安心の

ために，生産や加工の履歴を確認できること（トレーサビリティと

いう）が重視されるようになり，記録内容が多くなりますが，ＲＦ

ＩＤタグはＩＣですので，大量の記憶容量があります。 

 商品に付けられたＲＦＩＤは，冷蔵庫での在庫確認や鮮度確認に

も利用できます。また，人（ＩＤカードなど）につければ，その人

が近づいた時点で認証できますので，入室を制限したドアの自動開

閉もできますし，パソコンの自動パスワード確認もできます。 

(d)ＩＰｖ６ 

情報家電もコンピュータですから，インターネットで接続すると

きには，機器を一意に認識できるＩＰアドレスが必要になります。

個々の情報家電にそれを付番するには，膨大なＩＰアドレスが必要

になります。これまではＩＰｖ４というＩＰアドレスを４バイトで

表現する方式でしたが，これでは既に不足状態ですので，ＩＰｖ６

という方式が使われるようになりました。 

(e)情報セキュリティ対策 

自宅の情報家電を他人に操作されたら困りますし，情報家電から

の誤った信号が送られたら事故になるかもしれません。個人情報を

記録したＲＦＩＤタグが他人に知られる危険もあります。このよう

に，ユビキタス環境になると，さらに情報セキュリティ対策が重要

になります。 

②新しいサービスの出現 

ユビキタスの環境は技術だけでなく，それを活用したサービスが

普及することによって実現されます。そのサービスのいくつかを紹

介します， 

■ＩＰアドレス； 

IP アドレス（アイピーアドレ

ス）は，パケットを送受信する

機器を判別するための番号であ

る。IP で定義されている。もと

もとは狭義のインターネットで

用いられるものだが，インター

ネットの普及と共に LAN でも使

われるようになった。 

 

■IPv6 普及・高度化推進協議

会；

http://www.v6pc.jp/jp/index.

phtml 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88
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 (a)スポット情報の提供 

携帯電話は自分が現在いる場所を示すものです。街角や駅の改札

口にセンサーを設置することにより，その近辺でのその時間帯に限

定した情報を提供することができます。道順も示した店舗や催しの

案内，交通状況などを伝えることができます。しかも，その人のニ

ーズに限定した情報提供も可能になります。観光地では，観光スポ

ットの案内，駐車場の空き状態なども効果的です。これらを各企業

が行うのではなく，それを総合的に収集し提供するサービスが発展

するでしょう。 

(b)情報家電管理サービス 

携帯電話から異なるメーカーの情報家電を個々に操作するのは，そ

の操作方法も多様で面倒ですし，他人に操作させないセキュリティ

対策も重要です。これらを全体的に支援するサービスが必要になり

ます。 

(c)情報統合サービス（Ｗｅｂサービス） 

例えば旅行をするときに，切符の予約や宿泊の予約を個別にした

のでは面倒ですし，宿泊は取れたのだが切符が取れなかったという

ようなことも発生します。切符も宿泊も一つのサイトで行うことが

できれば簡単ですし，総費用を指定すれば交通機関とホテルの組合

せた候補が表示されるならば便利です。 このような個々のサイト

のサービスを統合して，ワンストップ・サービスを実現する仕組み

をＷｅｂサービスといいます。ユビキタス社会が進むにつれて，ま

すます発展するでしょう。 

③消費者との関係の変化 

従来は生産者や販売者のほうが消費者よりも多くの情報を持って

いました。それがユビキタス社会になると，消費者が多様な情報を

得るようになります。食品のトレーサビリティが重視されています

が，それが不十分な商品は売れなくなるし，そのような企業は信用
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されません。そうなると，企業としては消費者の信頼を得るために

も，自社の不利な情報も含めた情報提供が必要になります。ユビキ

タス社会は「透明性の高い社会」であるといえます。 

 しかし現実には，消費者がすべての情報を得ることはありません。

トレーサビリティにしても，そのデータが正確であるかを確認する

手段がないのです。そうなると，生産者や販売者が消費者にどれだ

け信頼されるかが，現在以上に重要になります。 

 逆に，消費者にはこれらの情報の真偽や隠された情報を見抜く能

力が求められますが，現実には限界があります。第三者の評価を提

供するサービスが，現在以上に求められるでしょう。 

④日本のユビキタス・コンピューティング関連技術 

(a)ＴＲＯＮプロジェクト 

「ユビキタス」という言葉はともかく，そのような概念での研究

は，日本が先行していました。１９８０年代に坂村健東京大学教授

（当時助教授）をリーダーとする産学官協同で国産のリアルタイム

ＯＳ開発を目標とした「ＴＲＯＮプロジェクト」が行われました。

このＴＲＯＮこそ「どこでもコンピュータ」の実現を目標としたも

のであり，いうなればユビキタスの先駆的な思想であり取組みでし

た。ＴＲＯＮは，実際に組み込みシステムＯＳとして情報家電や携

帯電話などに広く使われており，１９８９年に作成した「ＴＲＯＮ

電脳住宅」はユビキタスの典型的な例といえます。 

 

(b)日本のユビキタス・コンピューティング関連技術 

現在の世界における情報通信機器のマーケットシェアでは，パソ

コンは弱いし，携帯電話の生産量も低いのですが，液晶やプラズマ

のディスプレイ，コピー機，デジタルカメラ，カーナビなどは世界

の過半数を生産しています。 

■TRON プロジェクト； 

http://www.tron.org/ 
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 また，ユビキタス・コンピューティングでは，ロボット，ディス

プレイ，モバイル端末，情報家電，電子タグなどが重要な技術です

が，これらは日本の技術が優位になっています。 

 このように，ユビキタス・コンピューティングの分野では，研究

分野での産業分野でも日本は先端的な立場にあります。この立場を

活用して，ユビキタス社会への国際競争で優位に立つことが期待さ

れます。 

 

（３）ユビキタス・コンピューティングに関する国の政策  

①ｕ－Ｊａｐａｎとは 

「２００５年までに世界最先端のＩＴ国家となる」というe-Japan

戦略の目標は，インフラ面を中に達成が目前にてってきたが，一方，

２００６年以降に到来する本格的な少子高齢化社会では，解決すべ

き課題が山積みしています。そして，それらの課題解決には，社会

基盤として定着しつつあるＩＣＴの利活用が切り札となると期待さ

れています。 

総務省は，ユビキタスネット社会の実現に向けて，その具体的な

姿や実現のための政策について検討を行うために，２００４年３月

から「ユビキタスネット社会の実現に向けた政策懇談会」を開催し

てきましたが，２００４年１２月に最終報告書として，「ｕ－Ｊａ

ｐａｎ政策」をとりまとめました。これは，２０１０年をターゲッ

トとして，次世代ＩＣＴ社会（ｕ－Ｊａｐａｎ）を明確に打ち出す

とともに，その実現へ向けて必要な政策パッケージ（ｕ－Ｊａｐａ

ｎ政策）を示したものです。 

これまでのｅ－Ｊａｐａｎでは，２００５年までに世界最先端の

ＩＴ国家になるためのキャッチアップが目標でしたが，ｕ－Ｊａｐ

ａｎでは２０１０年までにフロントランナーとしての先導的立場に

なることを目標としています。 

■ｕ－Ｊａｐａｎ； 

http://www.soumu.go.jp/me

nu_02/ict/u-japan/index.htm

l 



 

 

10 1

0

 

1

0

 

情報と人権 

そして，ｕ－Ｊａｐａｎは，次の特質を備えた２０１０年の次世代

ＩＣＴ社会であるとしています。 

   Ubiquitous（ユビキタス）：あらゆる人や物が結びつく 

   Universal（ユニバーサル）：人に優しい心と心の触れ合い 

   User-oriented（ユーザ）：利用者の視点が融けこむ 

   Unique（ユニーク）：個性ある活力が湧き上がる 

②ｕ－Ｊａｐａｎ政策パッケージ 

２０１０年までにｕ－Ｊａｐａｎを実現するための国の政策を次

の三本柱にまとめ，それらをパッケージとして総合的に推進すると

いっています。 

・ユビキタス・ネットワークの整備：国民の１００％が高速また

は超高速を利用可能に 

・ＩＣＴ利活用の高度化：国民の８０％がＩＣＴは課題解決に役

立つと評価する社会に 

・利用環境整備：国民の８０％がＩＣＴに安心感を得られる社会

に 

これらの実現には，民産学官の有機的な連携が必要になります。 

(a)ユビキタスネット社会はわが国の活力を創出 

→ 民産学が主役となって社会経済を牽引，官は環境整備や市

場原理の補完を適時適切に実行 

 

(b)ＩＣＴを活用して多様な社会的課題を解決 

→ 民産学官の多様な主体が政策実施に参画しオープンなガバ

ナンスを形成することが不可欠 

■ｕ－Ｊａｐａｎ政策パ

ッケージ； 

http://www.soumu.go.j

p/menu_02/ict/u-japan/n

ew_plcy_pckg.html 
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(c)インフラ整備や標準化等での多面的連携が鍵 

→ 階層毎に適切な役割分担を考慮 

特にｕ－Ｊａｐａｎ実現に向けたＩＣＴ産業には，ユビキタス技

術の基盤を抜本強化することにより，日本が先進的ビジネス創出の

最先端のテストベッドになるとともに，波及性の高いＩＣＴの技術

基盤を高度化することで，日本の産業全体の技術基盤を底上げをす

ることができます。また，ＩＣＴ活用により，医療・福祉，治安・

防災等の様々な社会的な課題が解消されると期待されています。 

③ユビキタスネット社会憲章 

健全なユビキタス社会を構築するために，総務省は２００５年５

月にユビキタスネット社会に向けた基本原則や共通認識を総括した

「ユビキタスネット社会憲章」を策定しました。ユビキタスネット

社会の進展に伴い，今後，適切な対処が求められる影の部分等の諸

課題を解決する上で，ユビキタスネット社会特有の性質を踏まえた

「ユビキタスネット社会憲章」を参考とするとしています。 

 (a)ユビキタスネット社会憲章 

  前文 

    ＩＣＴの潜在的可能性，未来社会に向けての役割等 

    「ユビキタスネット社会」の定義，目的，意義等 

    自由で多様な情報流通と安心で安全な情報流通の調和 

    憲章の位置づけ 

  第１章 自由で多様な情報流通 

第１条 情報の受発信に関する権利 

ネットワークへのアクセス，公開情報へのアクセス，ネットワー

クを通じた情報の発信，地理的デジタル・デバイドの解消 

■ユビキタスネット社会

憲章； 

http://www.soumu.go.

jp/menu_02/ict/u-japan

/charter.html 
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第２条 情報内容の多様性 

コンテンツの多様性の確保，アクセス手段の相互運用性の確保，

自由に利用できるコンテンツの充実，公的機関の情報公開の促進 

第３条 経済社会の情報化 

ＩＣＴの利活用の推進，利用者の利便性を高める基盤の整備，電

子商取引の健全な発展，公的分野における情報化の推進 

第４条 情報活用能力（リテラシー） 

ＩＣＴによる利益享受の機会均等化，専門家の育成，ユニバーサ

ルデザインの確保，分かりやすい言葉や表現の利用 

第２章 安全で安心な情報流通 

第５条 プライバシー 

ネットワークからの独立，個人情報の保護，プライバシーの確保，

適正な機器利用等の確保 

第６条 情報セキュリティ 

ネットワークの安全確保，ネットワークの適切な利用，セキュリ

ティ技術の開発 

第７条 知的財産権 

著作権等の保護，技術による権利保護 

第８条 情報倫理 

情報倫理の確立，違法・有害コンテンツ等の回避，コンテンツ制

作者の倫理，科学技術倫理 

第３章 新たな社会基盤の構築 

第９条 現実社会とサイバー社会の調和 
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情報化に対応した柔軟な制度整備，新たな社会規範の確立，持続

可能な社会への配慮 

第 10条 地域的・国際的な強調・協力体制  

政策立案等への多様な主体の参画，適時適切な政策の実現，地域

社会における協調・協力体制，国際社会における協調・協力体制 

本時の重要事項  

１．１９８８年に米ゼロックス パロアルト研究所のマーク・ワイザー（Mark Weiser）は，人間とコンピ

ュータの相互作用の発展として，「ＴＳＳにより，１台のコンピュータを共同利用できる環境」から

「パソコンの普及により，１人が１台のコンピュータを使う環境」へと進んできたが，将来は「ユビ

キタス・コンピューティングの環境」へと発展するといいました（"The Computer for the 21st Century"，

Scientific American，1999）。 

２．総務省は，ユビキタスネット社会の実現に向けて，その具体的な姿や実現のための政策について検討

を行うために，２００４年３月から「ユビキタスネット社会の実現に向けた政策懇談会」を開催して

きましたが，２００４年１２月に最終報告書として，「ｕ－Ｊａｐａｎ政策」をとりまとめました。 
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